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ＶＯＣ自主行動計画（平成 1８年度実績報告） 

 
 

団体名 社団法人 日本建材・住宅設備産業協会 
 
まえがき 

 浮遊粒子状物質や光化学オキシダント生成の原因物質である揮発性有機化合物（Ｖ

ＯＣ）の工場等からの排出を抑制するために、平成１６年２月の環境省中央環境審議

会では、平成１２年度を基準年度としてＶＯＣの大気への排出量を目標年度の平成２

２年度までに３割削減することが示された。 
これをうけ、平成１６年５月２６日に改正大気汚染防止法が公布され、規制対象施

設からのＶＯＣ排出を削減するために、法的規制と自主的取組のベストミックスによ

る排出抑制が図られることになった。削減目標は、法的規制で１割、自主的取組みで

２割とされている。 
この目標を達成するための具体的な施策として、経済産業省環境指導室より「事業

者等による揮発性有機化合物の自主的取組みの促進について」が出され、その中で、

事業者の自主的取組みが円滑かつ透明性を確保した形で推進されるよう、「事業者等

による揮発性有機化合物の自主的取組み推進のための指針」が示された。 
これに基づき、経済産業省より業界団体に対し、ＶＯＣの自主的取組みの促進につ

いて要請があったので、当協会ではこれに従い「自主行動計画」を策定した。 
自主行動計画は最終目標達成のため各年毎にチェックを行うことになっているの

で、ここに平成１８年度の実績を報告する。 
 
１．自主行動計画作成にあたって 

 
（１）建材業界の実態 
  いわゆる「建材」は、日本標準産業分類において、窯業・土石製造業をはじめ、

木材・木製品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、プラスチック製品製造業、金

属製品製造業等、多岐に亘る。よって「建材」における工場等からのＶＯＣ排出量

を推計する事は極めて困難なため、当協会の団体のうち直接建材に関わる５０団体

に対し平成１７年度、１８年度にアンケート調査を実施している。 
図１はＰＲＴＲによる全国届出排出量に占める割合の推計である。 
また、表２は各団体の業界におけるＶＯＣ使用の有無、使用量及び排出量、自主

的取組み対応状況等についての集計結果である。 
（２）自主的取組みの対象範囲 
  自主行動計画を作成するにあたり当協会の団体正会員のうち直接建材に関わる
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５０団体を対象に、平成１７年８月及び平成１８年７月にアンケート調査を行い、

各団体の業界におけるＶＯＣ使用の有無、使用量及び排出量、自主的取組み対応状

況等について調査している。なお、自主行動計画については参画を表明した５団体

を対象としている。（表１参照） 
  また、対象物質の選定に当たっては、ＰＲＴＲ物質のうち多く排出している物質

を対象とする等、参画５団体それぞれの事情に合わせ選定している。（表２参照） 
 
 
 

   

4.8%95.2%

 
図１ 自主行動計画に関する VOC排出量の割合 

 
 
 

表１ 当協会の VOC自主的取組みアンケート集計結果 

VOC使用 自主的取組みの実施 団体数

平成 12 年度

VOC排出量 

※ (t/年) 

VOC 排出

割合 (％)

当協会の自主行動計画に参画する 5 8,025 58.9%

自団体もしくは他団体で自主行動計画

を作成する 
８ 484 3.6%使用する 

独自で取組みを行う １１ 5,107 37.5%

使用しない 26 0 0.0%

計 50 13,616 - 

 
 

平成１２年度PRTRデータ 
全国の届出排出量 
（大気への排出） 

281,000ｔ 

団体正会員平成１２年度 PRTR物質排出量 
13,616ｔ 

当協会自主行動計画 
参画５団体 PRTR物質排出量 

8,025ｔ 
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表２ ＶＯＣ自主行動計画参画団体と対象物質 
 火山性ガラス質

材料工業会 

(社)日本サ

ッシ協会 

日 本 繊 維

板工業会 

日本窯業外

装材協会 

ロ ッ クウー

ル工業会 

トルエン  ○  ○  

キシレン  ○  ○  

エチルベンゼン  ○  ○  

ジクロロメタン  ○    

フタル酸Ｎブチル    ○  

ホルムアルデヒド ○  ○  ○ 

  
 
２．ＶＯＣの使用量・排出量及び最終削減目標 

 
【削減目標】 
建材各業界がそれぞれ効果的な VOC 排出削減対策を講じる事により、平成 22 年
度までに対象物質の総排出量を平成 12年度比で 6割削減する。 

 
表３ 年度別ＶＯＣ使用量及び排出量 

ＶＯＣ合計 
基準年度 

平成 12 年度
平成 13 年度 平成 16 年度 平成 17 年度

 使用量 （ｔ）※１  10,103 10,050 7,925  7,639
全国 

排出量 （ｔ） 8,025 8,069 6,255  6,059

排出量の削減率 （％）※２         -0.5% 22.1%  24.5

排出量の目標達成率 （％）※３         -0.9% 36.7%  40.8%

自主取組参加事業者数（団体） 5  5  5   5 

  

平成 18 年度 平成 19 年度
中間計画 

平成 20 年度 

最終目標 

平成 22 年度

 6,248   4,257 3,405 

 4,508   4,010 3,208 

 ４3.8%   50.0% 60.0%

 73.0%   83.3% 100.0%

 5       
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（１）地域ごとのＶＯＣ排出量 

 
表４ 地域ごとのＶＯＣ排出量 

平成 12 年度 平成 13 年度 
地区別 物質名 

使用量（ｔ） 排出量（ｔ） 使用量（ｔ） 排出量（ｔ）

トルエン 7 7 7 7

キシレン 962 811 1,068 962

エチルベンゼン 273 199 320 289

ジクロロメタン 43 35 40 32

フタル酸ブチル 0 0 0 0

ホルムアルデヒド 36 11 30 8

関東地区 

小 計 1,321 1,063 1,465 1,298

トルエン 193 69 228 75

キシレン 284 58 306 36

エチルベンゼン 152 48 168 9

ジクロロメタン 0 0 0 0

フタル酸ブチル 0 0 0 0

ホルムアルデヒド 85 19 61 12

関西地区 

小 計 714 194 763 132

トルエン 1,902 1,525 1,892 1,525

キシレン 998 778 998 778

エチルベンゼン 130 104 130 104

ジクロロメタン 12 12 12 12

フタル酸ブチル 0 0 0 0

ホルムアルデヒド 0 0 0 0

中部地区 

小 計 3,042 2,419 3,032 2,419

 
 
 

※１ 使用量とは、その施設で使用したＶＯＣの量とする。   

（基準年度の排出量－当該年度の排出量） 
※２ 削減率（％）＝ 

基準年度の排出量 
×１００ 

（基準年度の排出量－当該年度の排出量） 
※３ 達成率（％）＝ 

（基準年度の排出量－目標排出量） 
×１００ 
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平成 16 年度 平成 17 年度 
地区別 物質名 

使用量（ｔ） 排出量（ｔ） 使用量（ｔ） 排出量（ｔ）

トルエン 5 5 3 3

キシレン 603 543 574 514

エチルベンゼン 181 147 171 156

ジクロロメタン 16 16 13 13

フタル酸ブチル 0 0 0 0

ホルムアルデヒド 18 9 17 9

関東地区 

小 計 823 720 778 695

トルエン 222 127 117 37

キシレン 407 250 262 125

エチルベンゼン 102 56 49 20

ジクロロメタン 0 0 0 0

フタル酸ブチル 0 0 0 0

ホルムアルデヒド 43 12 46 15

関西地区 

小 計 774 445 474 197

トルエン 1,982 1,656 1,850 1,558

キシレン 867 685 726 582

エチルベンゼン 247 221 257 235

ジクロロメタン 11 11 10 10

フタル酸ブチル 5 5 6 6

ホルムアルデヒド 0 0 0 0

中部地区 

小 計 3,112 2,578 2,849 2,391
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平成 18 年度 平成 19 年度 

地区別 物質名 
使用量（ｔ） 排出量（ｔ） 使用量（ｔ） 排出量（ｔ）

トルエン 1543 1432  

キシレン 543 418  

エチルベンゼン 142 128  

ジクロロメタン 11 11  

フタル酸ブチル 0 0  

ホルムアルデヒド 17 8  

関東地区 

小 計 2,256 1,997  

トルエン 208 45  

キシレン 417 64  

エチルベンゼン 90 9  

ジクロロメタン 0 0  

フタル酸ブチル 0 0  

ホルムアルデヒド 32 8  

関西地区 

小 計 747 126  

トルエン 812 666  

キシレン 419 337  

エチルベンゼン 149 136  

ジクロロメタン 11 11  

フタル酸ブチル 1 1  

ホルムアルデヒド 0 0  

中部地区 

小 計 1,392 1,151  
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（２）物質ごとのＶＯＣ排出量 

表５ 物質ごとのＶＯＣ排出量 
排出量（ｔ） 

物質名 基準年度 

平成12年度
平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

トルエン  4,419 3,572 3,645 2,683 

キシレン 2,256 1,784 1,528 1,118 

エチルベンゼン 449 519 524 382 

ジクロロメタン 771 269 240 243 

フタル酸ブチル 24 36 27 21 

ホルムアルデヒド 106 75 95 61 

排出量合計 8,025 6,255 6,059 4,508 

 
（３）使用量の計算方法 
ＶＯＣ使用量は、各業界各社の購入実績や施設ごとの使用実績より算出した。 

 
（４）排出量の計算方法 
ＶＯＣ排出量は、各業界各社ごとの状況が違うため以下の通り算出した。 

 
【火山性ガラス質材料製造施設】 
  新規購買確認書から PRTR 対象リストを作成し、購入･使用量を把握、排出･移
動量を集計し算出した（マニュアル化）。 

 
【サッシ製造施設】 
ア）塗装施設におけるトルエン、キシレン、エチルベンゼン 
・ 基本的には軽金属製品協会ＰＲＴＲ実務マニュアルにより算出 
・ 以下の算出式により算出 

大気排出量＝使用量－水域排出量－廃棄物含有量－有価物含有量 
－製品含有量 

※ 水域排出量と製品含有量は微量なのでほとんどの場合無視できる。 

※ 廃棄物、有価物、製品への含有率は測定及び分析等により係数を定めている。 

イ）接着施設、洗浄施設におけるトルエン、キシレン、ジクロロメタン 
・ 使用量から逆算または排出濃度を測定し算出（各社でマニュアル化） 

 
【繊維板・パーティクルボード製造施設】 
ア）接着施設におけるホルムアルデヒド 
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・ 以下の算出式により算出 
大気排出量＝使用量－反応・捕捉量－製品含有量 

 
【窯業外装材製造施設】 
ア）塗装施設におけるトルエン、キシレン、エチルベンゼン、フタル酸Ｎブチル 
・ 塗料に含有するＶＯＣ全てが排出するとして算出 

 
【ロックウール製造施設】 
 ア）乾燥施設におけるホルムアルデヒド 
   ・排出量は、基本的には大気に排出される濃度と樹脂使用量から算出 
 
 
３．ＶＯＣの排出抑制対策 

 
（１）今までに実行したＶＯＣ排出抑制対策 
  各業界各企業ごとの状況によって、以下の通りＶＯＣ排出抑制対策を行った。 

 
【火山性ガラス質材料製造施設】 
 平成 17 年度にホルムアルデヒド排出０を達成、平成１８年度も０であった。 

 
【サッシ製造施設】 

排出抑制対策の概要 対象物質名 
時期 

(年度)

洗浄剤について代替物質への切替えや使用量の削減 

<例>ウレタン注入発泡の高圧化、配管やホースの改善、作

業方法の改善 

 洗浄剤については各社H18 年度中にほぼ全廃 

ラッピング用接着剤の切替え 

<例>アセトン、アルコール系用材への切替え、ホットメルトへ

の切替え、接着施設の温度管理  

ジクロロメタン 

塗装方法の改善 

<例>塗装施設での洗浄用溶剤の一部回収 

トルエン、キシレン、

エチルベンゼン 

H12 

～H18 
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【繊維板・パーティクルボード製造施設】 
※ 産構審有害大気汚染物質対策WGに参画し実施してきた。 

排出抑制対策の概要 対象物質名 
時期 

(年度)

接着剤のモル比低減等の製造技術の改善 

非ホルム接着剤を使用するための設備を設置 

遊離ホルムの少ないフェノール接着剤の使用 

遊離ホルムのキャッチャー剤塗布施設の設置 

ホルムアルデヒド 
H12 

～H18 

 
【窯業外装材製造施設】 

排出抑制対策の概要 対象物質名 
時期 

(年度)

溶剤系塗料から水系塗料への切替え 
トルエン、キシレン、エチルベ

ンゼン、フタル酸 Nブチル 

H12 

～H18 

 
【ロックウール製造施設】 

排出抑制対策の概要 対象物質名 
時期 

(年度)

フェノール樹脂中のフリーホルムアルデヒドの量の低減 

尿素やアンモニアを添加することによりホルムアルデヒドを樹

脂化し歩留りを向上 

乾燥熱温度アップによる熱硬化促進 

電気集塵機による捕捉 

排気ガス水処理による捕捉 

ホルムアルデヒド 
H12 

～H18 

 
（２）今後のＶＯＣ排出抑制対策 
  各業界各企業とも将来の設備計画等については非公開もしくは未定としている

事から、業界ごとのＶＯＣ排出抑制計画の概要を以下に示す。 
  
【火山性ガラス質材料製造施設】 
  対象物質であるホルムアルデヒドは平成 17、18 年度で 0 トンになっているの

で、これを維持できるように努める。 

 

 【サッシ製造施設】 
  ア）使用量の削減 

・ 塗装工程及び接着工程における代替物質への切替え 
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・ 塗装工程及び接着工程における使用量原単位の向上 
  イ）排出量の削減 

・ 塗料、接着剤の低揮発製品への代替化 
・ 塗装工程における洗浄用溶剤の回収量増加 

 
【繊維板・パーティクルボード製造施設】 

・ 低ホルムアルデヒド接着剤の改良 
・ 非ホルムアルデヒド接着剤への切り替えと設備の改良 
・ ホルムアルデヒドキャッチャー剤の添加方法の改善 

 
【窯業外装材製造施設】 
ア）使用量の削減 
・ 水系塗料への切替え 
・ 塗装以外の着色方法の開発 
 

  イ）排出量の削減 
・ ＶＯＣガス除去装置の導入 
・ 水系塗料への切替え 
・ 塗装以外の着色方法の開発 

 
【ロックウール製造施設】 
  ・過去に排出抑制の対策をしてきた。 

（年間排出量が微量（５t/年未満）のため、現状を維持する） 
 

以上 
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（参考） 
 
 

今後の自主的取組みの進め方 
 
 
○捕捉率の向上 
・独自で取組みを行っている当協会の正会員団体に対し、説明会等の啓発活動を行

い、参画を促す。 
・当協会の正会員団体はＶＯＣを使用していない、もしくはほとんどＶＯＣを排出

しない団体がほとんどであるが、少量のＶＯＣ排出であっても自主行動計画に参

画し協力して取組みを行える仕組みを作る。 
 
○当協会の実態把握 
 ・当協会正会員団体に対するアンケートにより、平成 12年度時点でのＶＯＣ排出

実態調査を行ったが、自主行動計画最終年度の平成 22年度においても、自主行
動計画に参画していない団体を含め再度実態調査を行い、業界の取組み結果の実

態を把握する。 
 
○他業界との連携 
 ・当協会の参画団体が使用・排出するＶＯＣの多くは塗料及び接着剤に係るもので

あり、それらの業界団体との連携、情報交換を図る。 
 


